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特定非営利活動に関する外部評価の評価項目について 

評価対象法人 特定非営利活動法人劇研 

評価者氏名（職名） 小暮宣雄（京都橘大学現代マネジメント学部 教授） 

評価対象期間（年度） 平成 30 年度（平成 30 年 9 月 1 日～令和１年 8 月 31 日） 

１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況 

（１）事業活動について 

ア 事業計画等を策定しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

各事業年度の事業計画は，組織的な合意形成(総会・理

事会等)に沿って策定しているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

法人の目的を達成するための中長期的計画を策定し

ているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

イ 法人の目的を達成するための基幹となる事業を実施しているか。 

法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

☑︎ □ ☑ □ 

→ 法人自己評価及び外部評価が「はい」の場合，基幹となる事業のうち優先順位の高いも

のから順に３件程度記入。 

項 目 
法人全体の支出に占める 

事業に割く支出額の割合※ 

文化・芸術による地域のまちづくり事業 70.2％ 

創造事業 11.4％ 

人材育成事業 5.2％ 

※ 例）総従事時間数に占める各事業の従事時間数の割合 

（２）組織運営について 

ア 定款に定める権能に基づき，総会で審議・意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。 
☑︎ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

イ 【定款で理事会の設置を定めている場合】定款に定める権能に基づき，理事会で審議・

意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。また，総会の審議事項との区分は明確か。 
☑︎ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑︎ □ ☑ □ 



2 

 

 

ウ 監事による監査は適正に行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

監事はその法人における特別な立場を理解し，第三者

性及び公正性が確保されているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

監事は法人の理事や職員を兼務していないか。 ☑︎ □ ☑ □ 

監事は定款に定める職務を執行しているか。 ☑︎ □ ☑ □ 

予算・決算書の作成者が，監査まで行っていないか。 ☑︎ □ ☑ □ 

（３）情報公開について 

法人に関する情報を公開しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

活動の状況や法人運営に係る情報をホームページ等

の情報開示ツールで発信しているか。また，適時に更

新しているか。 

☑︎ □ ☑ □ 

活動の報告等を会報誌等で情報発信しているか。 ☑︎ □ ☑ □ 

法定の閲覧書類（事業報告書等，役員名簿，定款等）

はいつでも閲覧できる状態か。 
☑︎ □ ☑ □ 

事業報告書等の記載内容は，外部に対して理解しても

らえるように工夫※して作成されているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

※例：概要の記載や、写真やデータなどを用いたレイアウト等、読み手に対して内容を分かりや

すく伝える工夫 

（４）コンプライアンス（法令遵守等）について 

コンプライアンス（法令遵守等）の観点から組織として取組を推進しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

事業・活動に関連する法令※を把握し，遵守している

か。 
☑︎ □ ☑ □ 

重要な事項や個人情報を含むデータ・書類等のリスク

マネジメントを行っているか。 
☑︎ □ ☑ □ 

※対象となる法令：特定非営利活動促進法，登記に関する法令（組合等登記令），税に関する法令

（法人税法等），労務に関する法令（労働基準法等），事業ごとに適用される法令（例：介護保

険制度に基づくサービス提供←介護保険法の適用）など 

（５）外部評価について 

活動内容を評価し，改善する仕組みを有しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

これ以前に外部評価を受けたことがあるか。 ☑︎ □ ☑ □ 

外部評価を受けた結果を，理事会等で審議する機会を

設ける等，改善する機能を有しているか。 
☑ ︎□ ☑ □ 
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２ 法人の事業活動に関する所見 

※ 活動の意義・成果等，広く社会に対して活動の成果を発信しているか，地域団体等の他団体との連携の状況など 

年間８万人の人びとと触れることで演劇以外の多様なニーズを知り、企画も地域社会との関係

にマッチしたものになっていることが特に評価される。 

 

３ 法人の組織運営に関する所見 

※ 財務管理の透明性，組織体制の状況など 

組織も NPOの活動の広がりに応じた体制づくりが課題となっているので、その方向がうまくい

くよう見守りたい。 
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≪評価対象法人記入欄≫ 

４ 外部評価結果への対応状況 

  外部評価により提言・指摘等を受けた事項に対する対応状況（今後対応する場合は対応予定） 

提言・指摘等を受けた事項 対応状況又は対応予定 

活動の広がりに応じた体制づくりが課

題となっている。 

 今年度末で役員の改選となるが、それに合わせて

演劇分野ではない役員の就任を予定しており、活動

の広がりに合わせた組織作りを進める方針である。 

 また、専門分野外の非営利法人などと連携した事

業を展開するにあたり、調整役となる職員の育成に

取り組んでいきたい。 

  

  

  

  



5 

 

備考（審査委員会のコメント） 

芸術文化活動にとどまらず，それを活用したまちづくり活動を展開されている中，その

活動展開に応じた組織体制を整備されているところは評価したい。 

今後は，これらの活動の更なる充実に向け，様々な専門分野で活動される他のＮＰＯや

地域団体との連携も検討していただきたい。また，寄附集めについても，条例指定・認定

による税制上の優遇措置のメリットをいかし，以前のように積極的に行われることを期待

する。 

 

 

この様式について 

 

○ 京都府及び京都市の条例指定を受けたＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の外部評価を

実施する際の基本的な評価項目を提示したものです。 

 

○ 所轄庁（京都府又は京都市）に提出された評価結果は，京都府・京都市の審査委員会に

報告するとともに，所轄庁において一般に公開します。 

 

○ 他の評価項目が必要な場合は，適宜項目を追加してください。 

 

 

 

記 載 要 領 

 

① １～２ページの「１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況」チェック欄に，外部

評価を受ける評価対象法人が「法人自己評価」欄に自己評価結果を記入してください。 

 

② その後，評価者が１～２ページの「１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況」チ

ェック欄の「外部評価」欄（太線枠内）に外部評価結果を記入してください。 

また，３ページの２つの所見欄「２ 法人の事業活動に関する所見」及び「３ 法人の

組織運営に関する所見」（太線枠内）には，チェックリストの評価項目を含め評価者が評価

した結果について，法人の事業活動に関する事項と組織運営に関する事項に分けて記載し

てください。 

 

③ ４ページの≪評価対象法人記入欄≫の「４ 外部評価結果への対応状況」に，外部評価

により提言・指摘等を受けた事項に対する対応状況について，外部評価を受けた評価対象

法人が事項ごとに分けて記載してください。 

 


